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(57)【要約】
【課題】眼底の検査の効率化を図る。
【解決手段】眼底画像Ｇ中の検査領域Ｒにおける病変領
域が指定されると、眼底検査装置１は、検査領域Ｒにお
ける病変領域の分布情報を生成する。分布情報は、病変
領域のサイズ（Ｃ０～Ｃ４）や検査領域Ｒ内における位
置に応じて病変領域を分類し、各類に属する病変領域の
個数をカウントすることにより生成される。このように
、分布情報は、検査領域Ｒにおける病変領域の分布状態
を表す情報である。眼底検査装置１は、生成された分布
情報をテーブル形式やマップ形式で表示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼底画像中の中心窩位置を含む検査領域における病変領域を指定する指定手段と、
　前記検査領域における前記病変領域の分布情報を生成する生成手段と、
　前記分布情報を出力する出力手段と、
　を備えることを特徴とする眼底検査装置。
【請求項２】
　前記指定手段は、被検眼の眼球光学系の情報を含む眼球情報を記憶する記憶手段と、前
記眼球情報に基づいて眼底画像中の検査領域の大きさを決定する決定手段とを含む、
　ことを特徴とする請求項１に記載の眼底検査装置。
【請求項３】
　前記指定手段は、病変領域を複数の類に分類する分類情報を予め記憶し、前記分類情報
の各類毎に病変領域を指定可能とされ、
　前記生成手段は、前記指定手段による病変領域の指定結果に基づいて、前記各類に分類
された病変領域の個数を表す前記分布情報を生成する、
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の眼底検査装置。
【請求項４】
　前記分類情報は、病変領域をサイズに応じて分類するための情報であり、
　前記指定手段は、病変領域のサイズに応じた類を前記複数の類から選択して指定可能と
された、
　ことを特徴とする請求項３に記載の眼底検査装置。
【請求項５】
　前記指定手段は、前記分類情報に基づいて、病変領域以上のサイズの類のうち最小サイ
ズの類を指定可能とされた、
　ことを特徴とする請求項４に記載の眼底検査装置。
【請求項６】
　前記指定手段は、眼底画像と所定形状及び所定サイズのカーソルとを表示する表示手段
と、前記表示された眼底画像中の検査領域に前記カーソルを操作して病変領域を指定する
ための操作手段とを含む、
　ことを特徴とする請求項４又は請求項５に記載の眼底検査装置。
【請求項７】
　前記生成手段は、前記分布情報として、前記複数の類のそれぞれに分類された病変領域
の個数を一覧表示したテーブル情報を生成する、
　ことを特徴とする請求項４～請求項６のいずれか一項に記載の眼底検査装置。
【請求項８】
　前記分類情報は、眼底画像の検査領域を前記複数の類としての複数の部分領域に分割す
るための情報であり、
　前記生成手段は、前記指定手段による病変領域の指定結果に基づいて、前記各部分領域
に分類された病変領域の個数を表す前記分布情報を生成する、
　ことを特徴とする請求項３に記載の眼底検査装置。
【請求項９】
　前記指定手段は、眼底画像と所定形状及び所定サイズのカーソルを表示する表示手段と
、前記表示された眼底画像中の検査領域に前記カーソルを操作して病変領域を指定するた
めの操作手段とを含む、
　ことを特徴とする請求項８に記載の眼底検査装置。
【請求項１０】
　前記生成手段は、前記分布情報として、前記複数の部分領域のそれぞれに分類された病
変領域の個数を一覧表示したテーブル情報を生成する、
　ことを特徴とする請求項８又は請求項９に記載の眼底検査装置。
【請求項１１】
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　前記生成手段は、前記分布情報として、前記複数の部分領域のそれぞれに分類された病
変領域の個数を表す画像情報を生成する、
　ことを特徴とする請求項８又は請求項９に記載の眼底検査装置。
【請求項１２】
　前記分類情報は、病変領域を検査領域における位置及びサイズの双方に応じて前記複数
の類に分類するための情報であり、
　前記指定手段は、眼底画像と所定形状及び所定サイズのカーソルとを表示する表示手段
と、前記表示された眼底画像中の検査領域に前記カーソルを操作して病変領域を指定する
ための操作手段とを含み、
　前記生成手段は、前記操作手段による病変領域の指定結果に基づいて、前記位置及びサ
イズの双方に応じた病変領域の個数を表すテーブル情報及び／又は画像情報を前記分布情
報として生成する、
　ことを特徴とする請求項３に記載の眼底検査装置。
【請求項１３】
　前記生成手段は、前記指定手段による病変領域の指定結果に基づいて眼底画像の検査領
域に対する病変領域の面積比を演算する演算手段を含み、前記面積比の演算結果を表す前
記分布情報を生成する、
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の眼底検査装置。
【請求項１４】
　前記指定手段は、眼底画像と所定形状及び所定サイズのカーソルとを表示する表示手段
と、前記表示された眼底画像中の検査領域に前記カーソルを操作して病変領域を指定する
ための操作手段とを含む、
　ことを特徴とする請求項１３に記載の眼底検査装置。
【請求項１５】
　前記操作手段により前記カーソルの形状及びサイズを変更可能とされた、
　ことを特徴とする請求項１４に記載の眼底検査装置。
【請求項１６】
　前記指定手段は、眼底画像の画素の画素値に基づいて検査領域中の病変領域を抽出する
抽出手段を含み、
　前記生成手段は、前記抽出された病変領域に基づいて前記分布情報を生成する、
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の眼底検査装置。
【請求項１７】
　前記指定手段は、眼底画像と所定形状及び所定サイズのカーソルとを表示する表示手段
と、前記表示された眼底画像中の検査領域に前記カーソルを操作して病変領域を指定する
ための操作手段と、前記操作手段により１以上の病変領域が指定されたときに、前記１以
上の病変領域の画素の画素値に基づいて他の病変領域を抽出する抽出手段を含み、
　前記生成手段は、前記１以上の病変領域及び前記他の病変領域の分布を表す前記分布情
報を生成する、
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の眼底検査装置。
【請求項１８】
　眼底画像を処理するコンピュータを制御するプログラムであって、
　前記コンピュータを、
　眼底画像中の中心窩位置を含む検査領域における病変領域を指定する指定手段として機
能させ、
　前記検査領域における前記病変領域の分布情報を生成する生成手段として機能させ、
　前記分布情報を出力する出力手段として機能させる、
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　この発明は、眼底を検査するための眼底検査装置及びプログラムに関し、特に、加齢黄
斑変性の検査に適用可能な技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年注目が高まっている眼底疾患の一つに加齢黄斑変性（加齢黄斑変性症も含む）があ
る。加齢黄斑変性は、進行性の視力障害を引き起こす疾患である。加齢黄斑変性は、網膜
色素上皮層やブルッフ膜（ブルック膜）や脈絡膜の加齢変化により発症する。初期には、
網膜色素上皮層の色素異常や、網膜色素上皮層とブルッフ膜との間の沈着物（ドルーゼン
）などが見られる。病状が進行すると、網膜色素上皮層の変性・脱落・色素沈着や、脈絡
膜新生血管などが見られるようになる。
【０００３】
　加齢黄斑変性等の検査では、黄斑部を観察して病変部の分布（個数、大きさ、位置等）
を評価する方法が広く用いられている（たとえば非特許文献１、２参照）。
【０００４】
　たとえば非特許文献２では、ドルーゼン、色素異常、地図状萎縮、変性等の大きさを分
類するために、Ｃ０～Ｃ４の５つの類を定義している。ここで、類Ｃ０は直径６３μｍ未
満のサイズ、類Ｃ１は直径６３～１２４μｍのサイズ、類Ｃ２は直径１２５～１７４μｍ
のサイズ、類Ｃ３は直径１７５～２４９μｍのサイズ、類Ｃ４は直径２５０μｍ以上（か
つ５００μｍ未満）のサイズを表す。
【０００５】
　また、特許文献１には、ハイディンガーブラッシュ（Haidinger's brush）現象を利用
して黄斑疾患を検査する装置が開示されている。なお、ハイディンガーブラッシュ現象と
は、偏光している可視光を見たときに視野の中心部に束状の模様が現れる内視現象である
。
【０００６】
【特許文献１】特開平５－３１０７６号公報
【非特許文献１】R. Klein, 外５名,「The Wisconsin Age-related Maculopathy Grading
 System」, OPHTHALMOLOGY, JULY 1991, VOLUME 98, NUMBER 7, p.1128-1134
【非特許文献２】A.C. Bird, 外１５名, 「An International Classification and Gradi
ng System for Age-related maculopathy and Age-related Macular Degeneration」,SUR
VEY OF OPHTHALMOLOGY, MARCH-APRIL 1995, VOLUME 39, NUMBER 5, P.367-374
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　病変部の分布を評価する方法においては、眼底の撮影画像上に病変部をマーキングした
り、病変部の大きさを測定したりするなど、多くの煩雑な手作業が必要であり、検査を効
率的に行えず、検者に掛かる負担も大きかった。また、このような手作業において人為的
なミスが生じるおそれもあった。特に、たとえば集団検診や臨床検査のように多数の患者
に検査を行う場合には、ミス発生のおそれも高く、更には検者に掛かる負担も多大なもの
となる。
【０００８】
　また、特許文献１に記載の装置は、各患者の検査に比較的長い時間を要するため、集団
検診等には適さない。更に、この装置では、既に視力障害が生じている患者の検査は行え
るが、未だ視力障害が生じていない初期の患者の検査を行えないため、早期発見、早期治
療に利用できないという問題もある。
【０００９】
　この発明は、以上のような問題を解決するためになされたもので、眼底の検査の効率化
を図ることが可能な眼底検査装置及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、眼底画像中の中心窩位置を含む
検査領域における病変領域を指定する指定手段と、前記検査領域における前記病変領域の
分布情報を生成する生成手段と、前記分布情報を出力する出力手段と、を備えることを特
徴とする眼底検査装置である。
【００１１】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の眼底検査装置であって、前記指定手
段は、被検眼の眼球光学系の情報を含む眼球情報を記憶する記憶手段と、前記眼球情報に
基づいて眼底画像中の検査領域の大きさを決定する決定手段とを含む、ことを特徴とする
。
【００１２】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の眼底検査装置であって
、前記指定手段は、病変領域を複数の類に分類する分類情報を予め記憶し、前記分類情報
の各類毎に病変領域を指定可能とされ、前記生成手段は、前記指定手段による病変領域の
指定結果に基づいて、前記各類に分類された病変領域の個数を表す前記分布情報を生成す
る、ことを特徴とする。
【００１３】
　また、請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の眼底検査装置であって、前記分類情
報は、病変領域をサイズに応じて分類するための情報であり、前記指定手段は、病変領域
のサイズに応じた類を前記複数の類から選択して指定可能とされた、ことを特徴とする。
【００１４】
　また、請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の眼底検査装置であって、前記指定手
段は、前記分類情報に基づいて、病変領域以上のサイズの類のうち最小サイズの類を指定
可能とされた、ことを特徴とする。
【００１５】
　また、請求項６に記載の発明は、請求項４又は請求項５に記載の眼底検査装置であって
、前記指定手段は、眼底画像と所定形状及び所定サイズのカーソルとを表示する表示手段
と、前記表示された眼底画像中の検査領域に前記カーソルを操作して病変領域を指定する
ための操作手段とを含む、ことを特徴とする。
【００１６】
　また、請求項７に記載の発明は、請求項４～請求項６のいずれか一項に記載の眼底検査
装置であって、前記生成手段は、前記分布情報として、前記複数の類のそれぞれに分類さ
れた病変領域の個数を一覧表示したテーブル情報を生成する、ことを特徴とする。
【００１７】
　また、請求項８に記載の発明は、請求項３に記載の眼底検査装置であって、前記分類情
報は、眼底画像の検査領域を前記複数の類としての複数の部分領域に分割するための情報
であり、前記生成手段は、前記指定手段による病変領域の指定結果に基づいて、前記各部
分領域に分類された病変領域の個数を表す前記分布情報を生成する、ことを特徴とする。
【００１８】
　また、請求項９に記載の発明は、請求項８に記載の眼底検査装置であって、前記指定手
段は、眼底画像と所定形状及び所定サイズのカーソルを表示する表示手段と、前記表示さ
れた眼底画像中の検査領域に前記カーソルを操作して病変領域を指定するための操作手段
とを含む、ことを特徴とする。
【００１９】
　また、請求項１０に記載の発明は、請求項８又は請求項９に記載の眼底検査装置であっ
て、前記生成手段は、前記分布情報として、前記複数の部分領域のそれぞれに分類された
病変領域の個数を一覧表示したテーブル情報を生成する、ことを特徴とする。
【００２０】
　また、請求項１１に記載の発明は、請求項８又は請求項９に記載の眼底検査装置であっ
て、前記生成手段は、前記分布情報として、前記複数の部分領域のそれぞれに分類された
病変領域の個数を表す画像情報を生成する、ことを特徴とする。
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【００２１】
　また、請求項１２に記載の発明は、請求項３に記載の眼底検査装置であって、前記分類
情報は、病変領域を検査領域における位置及びサイズの双方に応じて前記複数の類に分類
するための情報であり、前記指定手段は、眼底画像と所定形状及び所定サイズのカーソル
とを表示する表示手段と、前記表示された眼底画像中の検査領域に前記カーソルを操作し
て病変領域を指定するための操作手段とを含み、前記生成手段は、前記操作手段による病
変領域の指定結果に基づいて、前記位置及びサイズの双方に応じた病変領域の個数を表す
テーブル情報及び／又は画像情報を前記分布情報として生成する、ことを特徴とする。
【００２２】
　また、請求項１３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の眼底検査装置であっ
て、前記生成手段は、前記指定手段による病変領域の指定結果に基づいて眼底画像の検査
領域に対する病変領域の面積比を演算する演算手段を含み、前記面積比の演算結果を表す
前記分布情報を生成する、ことを特徴とする。
【００２３】
　また、請求項１４に記載の発明は、請求項１３に記載の眼底検査装置であって、前記指
定手段は、眼底画像と所定形状及び所定サイズのカーソルとを表示する表示手段と、前記
表示された眼底画像中の検査領域に前記カーソルを操作して病変領域を指定するための操
作手段とを含む、ことを特徴とする。
【００２４】
　また、請求項１５に記載の発明は、請求項１４に記載の眼底検査装置であって、前記操
作手段により前記カーソルの形状及びサイズを変更可能とされた、ことを特徴とする。
【００２５】
　また、請求項１６に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の眼底検査装置であっ
て、前記指定手段は、眼底画像の画素の画素値に基づいて検査領域中の病変領域を抽出す
る抽出手段を含み、前記生成手段は、前記抽出された病変領域に基づいて前記分布情報を
生成する、ことを特徴とする。
【００２６】
　また、請求項１７に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の眼底検査装置であっ
て、前記指定手段は、眼底画像と所定形状及び所定サイズのカーソルとを表示する表示手
段と、前記表示された眼底画像中の検査領域に前記カーソルを操作して病変領域を指定す
るための操作手段と、前記操作手段により１以上の病変領域が指定されたときに、前記１
以上の病変領域の画素の画素値に基づいて他の病変領域を抽出する抽出手段を含み、前記
生成手段は、前記１以上の病変領域及び前記他の病変領域の分布を表す前記分布情報を生
成する、ことを特徴とする。
【００２７】
　また、請求項１８に記載の発明は、眼底画像を処理するコンピュータを制御するプログ
ラムであって、前記コンピュータを、眼底画像中の中心窩位置を含む検査領域における病
変領域を指定する指定手段として機能させ、前記検査領域における前記病変領域の分布情
報を生成する生成手段として機能させ、前記分布情報を出力する出力手段として機能させ
る、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２８】
　この発明によれば、検査領域における病変領域の分布情報を自動的に生成し、その分布
情報を出力することができる。それにより、従来のような煩雑な手作業を行う必要が無く
なり、眼底の検査の効率化を図ることが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　この発明に係る眼底検査装置及びプログラムの好適な実施形態の一例について、図面を
参照しながら詳細に説明する。この発明は、眼底の中心窩近傍における病変の分布を検査
するために用いられる。以下の第１の実施形態では、病変の個数に基づいて診断を行うた



(7) JP 2008-295804 A 2008.12.11

10

20

30

40

50

めの技術を説明する。また、第２の実施形態では、所定領域内における病変の割合（面積
比）に基づいて診断を行うための技術を説明する。また、第３の実施形態では、病変の種
類に応じて検査内容を切り替え可能とする例を説明する。
【００３０】
　　　　　　　　　　　　　　　〈第１の実施形態〉
　この発明の第１の実施形態について説明する。この実施形態は、加齢黄斑変性の診断の
ように、中心窩近傍における病変の個数に基づいて診断を行うために好適な技術である。
なお、加齢黄斑変性に伴う病変としては、ドルーゼン、網膜色素上皮層の色素異常・変性
・脱落・色素沈着、地図状萎縮、脈絡膜新生血管などがある。
【００３１】
［構成］
　この実施形態に係る眼底検査装置の構成の一例を図１及び図２に示す。眼底検査装置１
は、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等の通信回線を介して眼科画像デ
ータベース４００に接続されている。
【００３２】
　眼科画像データベース４００は、眼科分野における画像の画像データを管理するファイ
リングシステムである。眼科画像データベース４００は、たとえば、デジタルの画像デー
タを保管する大容量記憶装置と、この大容量記憶装置に保管されたデータを管理するデー
タベースソフトウェアとを含んで構成される。なお、眼科画像データベース４００は、画
像データ用のファイリングシステムとともに、電子カルテ用等の他用途のファイリングシ
ステムを含んでいてもよい。
【００３３】
　眼科画像データベース４００に保管される画像データは、眼底撮影装置３００によって
取得される。なお、図１には眼底撮影装置が１台しか記載されていないが、２台以上の眼
底撮影装置を設置することも可能である。
【００３４】
　眼底撮影装置３００は、被検眼の眼底画像を撮影して画像データ（デジタルデータ）Ｇ
を取得可能な装置である。眼底撮影装置３００により取得された眼底画像の画像データＧ
は、ＬＡＮ等の通信回線を介して眼科画像データベース４００に送信されて保管される。
なお、「画像」と「画像データ」は一対一に対応するので、この明細書においてこれらを
同一視することがある。
【００３５】
　眼底撮影装置３００としては、たとえば眼底カメラ、光コヒーレンストモグラフィ装置
、走査型レーザ検眼鏡など、眼底の画像を取得可能な任意の装置を適用できる。
【００３６】
　眼底カメラは、眼底に向けて照明光を照射し、その眼底反射光をＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ
　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）イメージセンサ等の受光素子により受光して眼底画
像の画像データＧを取得する装置である。左右独立の光学系を有する立体観察用の眼底カ
メラ（たとえば特開平５－１５４９９号公報参照：立体眼底カメラと呼ぶことにする。）
を用いることも可能である。
【００３７】
　光コヒーレンストモグラフィ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇｒａ
ｐｈｙ；ＯＣＴ）装置は、低コヒーレンス光を二分して一方を眼底に照射し、その後方散
乱光を他方の光と干渉させてＣＣＤイメージセンサ等で受光して眼底画像の画像データＧ
を取得する装置である。光コヒーレンストモグラフィ装置としては、フーリエドメイン（
Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｄｏｍａｉｎ；Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｏｍａｉｎなどとも呼ばれる）
方式やタイムドメイン（Ｔｉｍｅ　Ｄｏｍａｉｎ）方式やスウェプトソース（Ｓｗｅｐｔ
　Ｓｏｕｒｃｅ）方式などの任意の方式の装置を用いることができる（たとえば特開２０
０６－１８４２８４号公報を参照）。
【００３８】
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　走査型レーザ検眼鏡（Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｌａｓｅｒ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｓｃｏｐｅ
；ＳＬＯ）は、光ビームを走査して眼底に照射し、その所定部位での反射光や蛍光をＣＣ
Ｄ等で受光して眼底画像の画像データＧを取得する装置である（たとえば特開平１１－１
９７１０９号公報参照）。
【００３９】
　眼底画像の画像データＧは、患者情報や撮影条件などの各種付帯情報に関連付けられて
眼科画像データベース４００に保存される。ここで、患者情報は、撮影対象の患者の患者
ＩＤや患者氏名等の情報である。また、撮影条件は、撮影日時、撮影倍率（撮影画角）、
左右眼の別、画像の方向（上方、下方、鼻側、耳側等）などの情報である。眼底検査装置
１のオペレータは、患者ＩＤや患者名等を指定することで所望の患者の所望の眼底画像を
読み出して観察することが可能である。
【００４０】
　眼底画像がモノクロ画像の場合、画像データＧは、眼底画像を形成する画素の座標値と
、各画素の輝度値とを関連付けたデータである。また、眼底画像がカラー画像の場合、画
像データＧは、眼底画像を形成する画素の座標値と、各画素のＲＧＢ値（Ｒ値、Ｇ値、Ｂ
値）とを関連付けたデータである。
【００４１】
　なお、この発明に係る眼底検査装置は、眼科画像データベース４００に保存された撮影
画像を読み出す構成に限定されるものではなく、たとえば、眼底撮影装置３００により撮
影された画像を直接に受け付けるものであってもよい。また、この発明に係る眼底検査装
置は、ＣＤ－ＲやＤＶＤ－Ｒ等のメディア（記録媒体）に記録された画像データＧを読み
取るドライブ装置を備えていてもよい。
【００４２】
　また、眼底画像の画像データＧは、特願２００５－２１７８７６に記載されるような、
眼底画像の画像データの輝度値に基づいて生成される（擬似的な）３次元の眼底画像の画
像データであってもよい。この３次元の眼底画像の画像データは、眼底撮影装置３００に
よって生成してもよいし、眼底検査装置１によって生成してもよい。
【００４３】
〔ハードウェア構成〕
　眼底検査装置１のハードウェア構成を説明する。眼底検査装置１は、たとえば汎用のコ
ンピュータを含んで構成されている。眼底検査装置１は、図２に示すように、マイクロプ
ロセッサ２００、ＲＡＭ２０１、不揮発性記憶装置２０２、ディスプレイ２０３、キーボ
ード２０４、マウス２０５及び通信インターフェイス（Ｉ／Ｆ）２０６を含んで構成され
ている。
【００４４】
　マイクロプロセッサ２００は、各種の演算処理や制御処理を実行するＣＰＵ（Ｃｅｎｔ
ｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）やＭＰＵ（Ｍｉｃｒｏ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）などの任意のマイクロプロセッサにより構成される。
【００４５】
　ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０１は、揮発性記憶装置であ
り、マイクロプロセッサ２００によって実行中のプログラムやデータが展開される。
【００４６】
　不揮発性記憶装置２０２は、ハードディスクドライブ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖ
ｅ）やＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等の記憶装置（外部記憶装置）を含
んで構成される。不揮発性記憶装置２０２には、プログラムＰがあらかじめ格納されてい
る。マイクロプロセッサ２００は、プログラムＰをＲＡＭ２０１上に展開することにより
、この実施形態に特徴的な処理を眼底検査装置１に実行させる。また、不揮発性記憶装置
２０２（特にハードディスクドライブ）には、眼科画像データベース４００から受け付け
た眼底画像の画像データＧが記憶される。プログラムＰは、この発明の「プログラム」の
一例である。



(9) JP 2008-295804 A 2008.12.11

10

20

30

40

50

【００４７】
　眼底検査装置１を構成するコンピュータが、クライアントサーバシステム（Ｃｌｉａｎ
ｔ－Ｓｅｒｖｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ）におけるクライアントを構成する場合、プログラムＰ
をサーバに格納しておき、それを適宜呼び出して処理を実行するようにしてもよい。
【００４８】
　また、眼底検査装置１は、通常のコンピュータと同様に、ディスプレイ２０３、キーボ
ード２０４、マウス２０５を備えている。
【００４９】
　ディスプレイ２０３は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）や
ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）ディスプレイ等の任意の表示デバイスによ
って構成される。ディスプレイ２０３は、図１に示す表示部１４１を構成している。表示
部１４１は、この発明の「表示手段」の一例に相当するものである。
【００５０】
　キーボード２０４やマウス２０５は、ディスプレイ２０３に表示された画像や画面等の
表示情報に基づいて、オペレータが各種の情報を入力するための入力デバイスとして用い
られる。また、キーボード２０４やマウス２０５は、表示情報に基づいてオペレータが所
望の操作の実行を指示するための操作デバイスとして用いられる。キーボード２０４やマ
ウス２０５は、図１に示す操作部１４２を構成している。なお、操作部１４２は、キーボ
ードやマウスに限定されるものではなく、トラックボール、ジョイスティック、専用のコ
ントロールパネルなどを含んでいてもよい。操作部１４２は、この発明の「操作手段」の
一例に相当するものである。
【００５１】
　通信インターフェイス２０６は、ＬＡＮ等の通信回線を介して眼科画像データベース４
００などの他の装置とデータ通信を行うものである。通信インターフェイス２０６は、た
とえばＬＡＮカード等のネットワークアダプタを含んで構成される。また、インターネッ
ト等のＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）に接続可能とする場合、通信イン
ターフェイス２０６はモデム等の通信機器を含んで構成される。
【００５２】
〔制御系の構成〕
　次に、眼底検査装置１の制御系の構成について図１を参照しつつ説明する。眼底検査装
置１には、制御部１０、画像受付部１１、画像記憶部１２、データ処理部１３、ユーザイ
ンターフェイス１４及びデータ出力部１５が設けられている。
【００５３】
（制御部）
　制御部１０は、眼底検査装置１の制御系の中枢として機能する。制御部１０は、プログ
ラムＰに基づいて動作するマイクロプロセッサ２００を含んで構成される。制御部１０は
、眼底検査装置１の各部の動作制御を行う。特に、制御部１０は、各種の表示画面や眼底
画像や情報を表示部１４１に表示させる。また、制御部１０は、操作部１４２が操作され
たときに、その操作内容に応じて眼底検査装置１の各部を制御する。
【００５４】
（画像受付部）
　画像受付部１１は、たとえば眼底検査装置１のオペレータが指定した患者ＩＤや撮影日
時等の情報を眼科画像データベース４００に送信する。また、画像受付部１１は、この情
報に基づいて眼科画像データベース４００から送信される眼底画像の画像データＧを受信
して制御部１０に入力する。制御部１０は、画像受付部１１から入力された画像データＧ
を画像記憶部１２に記憶させる。画像受付部１１は、通信インターフェイス２０６を含ん
で構成される。
【００５５】
　なお、前述したように眼底撮影装置３００から直接に画像データＧを受け付ける場合、
画像受付部１１は、眼底撮影装置３００との接続インターフェイスを含んで構成される。
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【００５６】
（画像記憶部）
　画像記憶部１２は、眼底画像の画像データＧを記憶する。画像記憶部１２は、不揮発性
記憶装置２０２（特にハードディスクドライブ）を含んで構成される。画像記憶部１２に
対する画像データＧの書き込み処理や、画像記憶部１２に記憶された画像データＧの読み
出し処理は、制御部１０が行う。
【００５７】
（データ処理部）
　データ処理部１３は、眼底画像の画像データＧに基づく各種データ処理を実行する。デ
ータ処理部１３は、マイクロプロセッサ２００、ＲＡＭ２０１、不揮発性記憶装置２０２
等を含んで構成される。
【００５８】
　データ処理部１３には、病変領域指定部１３１が設けられている。病変領域指定部１３
１には、記憶部１３２、検査領域決定部１３３及び指定処理部１３４が設けられている。
また、データ処理部１３には、分布情報生成部１３５が設けられている。以下、データ処
理部１３に含まれる各部１３１～１３５を説明する。
【００５９】
（病変領域指定部）
　病変領域指定部１３１は、眼底画像中の病変領域を指定するために動作する。ここで、
病変領域とは、眼底の病変部に対応する眼底画像中の領域を意味する。また、病変領域は
、オペレータ（医師）や眼底検査装置１がそのように認識した画像領域である。
【００６０】
（記憶部）
　記憶部１３２には被検眼の眼球情報が記憶される。この眼球情報には、屈折度、眼軸長
、角膜曲率（半径）など、被検眼の眼球光学系に関する情報が記録されている。これらの
情報は、被検眼の実測データであってもよいし、臨床的に得られた統計データであっても
よいし、Ｇｕｌｌｓｔｒａｎｄ模型眼等の眼球モデルのモデル値であってもよい。
【００６１】
　実測データを用いる場合、当該患者の電子カルテ等から情報を自動的に取得してもよい
し、オペレータが情報を手入力してもよい。
【００６２】
　また、複数の眼球情報を記憶させる場合、患者ＩＤ等の患者識別情報や左右眼識別情報
（左眼／右眼を識別する情報）などの付帯情報を各眼球情報に付与し、この付帯情報を基
に所望の眼球情報を検索可能とすることが望ましい。
【００６３】
　更に、記憶部１３２には分類情報が記憶される。この分類情報は、病変領域を分類する
ための情報であり、この分類における複数の類を定義する。病変領域の分類としては、非
特許文献１、２に記載されるようなサイズによる分類がある。
【００６４】
　ここでは、非特許文献２に記載された分類法を用いることにする。この分類法は、眼底
の中心窩を中心とする直径６０００μｍの円形領域を検査対象（検査領域）とし、この検
査領域内の病変部（病変領域）をサイズの異なる５つの類Ｃ０、Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４
に分類するものである。
【００６５】
　分類情報は、各類Ｃ０～Ｃ４のサイズを表す情報（たとえば直径など）を定義する。類
Ｃ０は直径６３μｍの円として定義され、最大径が６３μｍ未満のサイズの病変領域が類
Ｃ０に分類される。類Ｃ１は直径１２５μｍの円として定義され、最大径が６３～１２４
μｍのサイズの病変領域が類Ｃ１に分類される。類Ｃ２は直径１７５μｍの円として定義
され、最大径が１２５～１７４μｍのサイズの病変領域が類Ｃ２に分類される。類Ｃ３は
直径２５０μｍの円として定義され、最大径が１７５～２４９μｍのサイズの病変領域が
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類Ｃ３に分類される。類Ｃ４は直径５００μｍの円として定義され、最大径が２５０μｍ
～４９９μｍのサイズの病変領域が類Ｃ４に分類される。
【００６６】
　なお、最大径が５００μｍ以上のサイズの病変領域に分類については、第２の実施形態
において後述する。
【００６７】
　また、記憶部１３２には、検査領域のサイズを定義する情報（上記の直径６０００μｍ
など）や、検査領域内の部分領域を定義する情報なども記憶される。部分領域を定義する
情報としては、部分領域の直径を定義する情報（たとえば１０００μｍ、３０００μｍ等
）や、方向を定義する情報（たとえばｓｕｐｅｒｉｏｒ（上方）、ｉｎｆｅｒｉｏｒ（下
方）、ｎｏｓａｌ（鼻側）、ｔｅｍｐｏｒａｌ（耳側）など）がある。
【００６８】
　記憶部１３２は、不揮発性記憶装置２０２（特にハードディスクドライブ）を含んで構
成される。記憶部１３２は、この発明の「記憶手段」の一例である。
【００６９】
（検査領域決定部）
　検査領域決定部１３３は、記憶部１３２に記憶された情報（特に眼球情報）に基づいて
、眼底画像中に検査領域を決定する。この処理についてより具体的に説明する。
【００７０】
　眼底画像には、撮影倍率（撮影画角）等の情報が付帯されている。また、記憶部１３２
には、眼球情報が記憶されている。検査領域決定部１３３は、これらの情報を参照して眼
底画像における単位距離を決定する。
【００７１】
　この単位距離は、たとえば、眼底画像上において単位となる距離（１０μｍ等）であっ
てもよいし、眼底画像の隣接画素間の距離であってもよい。このような単位距離を決定す
ることで、眼底画像上に距離を定義することが可能となる。
【００７２】
　なお、単位距離の演算は、たとえば、撮影倍率（眼底撮影装置３００の光学系による倍
率）を基に単位距離の概略値を求め、眼球情報を基に眼球光学系の影響を加味して当該概
略値を修正することで行う。ここで、眼球光学系の影響は、たとえば特願２００７－４５
８３１号に記載された手法など、従来の任意の手法によって求めることが可能である。
【００７３】
　このように眼底画像上の単位距離が決定されたら、検査領域決定部１３３は、別途に決
定された基準位置と、検査領域のサイズを定義する情報（記憶部１３２に記憶されている
）とに基づいて、眼底画像中に検査領域を設定する。
【００７４】
　なお、検査領域決定部１３３は、検査領域のサイズのみを決定してもよい。その場合、
検査領域の位置はオペレータが眼底画像を観察して手作業で行う。また、眼底画像に合わ
せて検査領域のサイズを決定する代わりに、検査領域のサイズに合わせて眼底画像のサイ
ズを調整してもよい。
【００７５】
　この実施形態では、眼底の中心窩に対応する画像位置（中心窩位置）を上記基準位置と
して用いる。中心窩位置は、検査領域決定部１３３が自動的に検出してもよいし、オペレ
ータが手作業で指定してもよい。
【００７６】
　中心窩位置を自動検出する場合について説明する。まず、検査領域決定部１３３は、眼
底画像の画素値を解析し、眼底の黄斑部に対応する画像領域（黄斑部領域）を特定する。
一般に、黄斑部領域は眼底画像において輝度の低い領域であり、おおよその形状（略円形
ないし略楕円形）も知られている。したがって、眼底画像において画素値が小さく当該形
状の領域を探索することで黄斑部領域を特定できる。黄斑部領域が特定されたら、検査領
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域決定部１３３は、その中心とみなせる位置（中心位置や重心位置等）を求める。この処
理は、黄斑部領域に含まれる画素の座標を考慮することで容易に実行できる。
【００７７】
　中心窩位置を手作業で指定する場合について説明する。そのために、眼底画像を表示部
１４１に表示させる。オペレータは、眼底画像を観察して中心窩位置を特定する。そして
、オペレータは、たとえばマウス２０５のクリック操作により当該特定位置を指定するこ
とで中心窩位置を指定する。
【００７８】
　なお、たとえばマウス２０５のクリック操作やドラッグ操作によりオペレータが黄斑部
領域を指定したときに、検査領域決定部１３３がこの黄斑部領域内の中心窩位置を自動検
出するように構成することも可能である。
【００７９】
　以上のようにして眼底画像上の単位距離と中心窩位置とが決定されたら、検査領域決定
部１３３は、検査領域のサイズを定義する情報と単位距離とに基づいて、眼底画像上にお
ける検査領域のサイズを決定する。更に、検査領域決定部１３３は、この検査領域の中心
を中心窩位置に配置させることで、眼底画像上の検査領域を決定する。この実施形態では
、中心窩位置を中心とする直径６０００μｍの領域が、眼底画像の検査領域として設定さ
れる。
【００８０】
　検査領域決定部１３３は、この発明の「決定手段」の一例である。
【００８１】
（指定処理部）
　指定処理部１３４は、眼底画像に病変領域を指定する処理を行う。病変領域には、オペ
レータが手作業で指定するものと、眼底検査装置１が自動的に指定するものとがある。
【００８２】
　病変領域を手作業で指定する場合について説明する。そのために、眼底画像を表示部１
４１に表示させる。オペレータは、この眼底画像を観察して病変領域と特定し、たとえば
マウス２０５のクリック操作やドラッグ操作により当該特定領域を病変領域として指定す
る。このとき、オペレータは、当該特定領域のサイズに応じた類（Ｃ０～Ｃ４）を選択し
て病変領域を指定する。なお、類の選択は、たとえばマウス２０５のマウスホイールの回
転操作や、右クリック操作などにより行う。指定処理部１３４は、このように表示画像上
に指定された病変領域を画像データに対して指定する。すなわち、指定処理部１３４は、
指定された病変領域の範囲（画素の座標値）を記録する。
【００８３】
　病変領域を自動指定する場合について説明する。（可視的な）病変領域は、他の画像領
域とは異なる輝度や色で描写される。したがって、検査領域内の画素の画素値に基づいて
閾値処理等の画像解析を実行することにより病変領域を抽出することができる。指定処理
部１３４は、このようにして病変領域を抽出し指定する。このように病変領域を自動的に
指定する場合、指定処理部１３４は、この発明の「抽出手段」の一例として機能する。
【００８４】
　なお、病変領域の指定態様は上記のものには限定されない。たとえば、病変領域内の任
意の位置が手作業で指定（クリック等）されたときに、その指定位置の周囲の画素の画素
値を解析（閾値処理等）して当該病変領域の境界（外周）を特定することにより、当該病
変領域の範囲を自動的に特定することが可能である。
【００８５】
　また、病変領域の少なくとも一部を含む画像領域が手作業で指定されたときに、その指
定領域（及びその周囲）の画素の画素値を解析して当該病変領域の範囲を自動的に特定す
るように構成することも可能である。
【００８６】
（分布情報生成部）
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　分布情報生成部１３５は、病変領域指定部１３１による病変領域の指定結果に基づいて
、検査領域における病変領域の分布状態を表す情報（分布情報）を生成する。
【００８７】
　分布情報は、検査領域における病変領域の個数を表す情報である。特に、病変領域を複
数の類に分類する場合、分布情報は、これら複数の類における病変領域の個数の分布を表
す（つまり、各類Ｃ０～Ｃ４に分類された病変領域の個数を表す）。分布情報は、たとえ
ばテーブル形式やマップ形式で表示される。分布情報の具体例は後述する。
【００８８】
　分布情報生成部１３５は、この発明の「生成手段」の一例である。
【００８９】
（ユーザインターフェイス）
　ユーザインターフェイス１４は、眼底検査装置１のユーザインターフェイス（Ｕｓｅｒ
　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）である。ユーザインターフェイス１４には、前述の表示部１４１
と操作部１４２が設けられている。
【００９０】
　なお、この実施形態では表示手段と操作手段とを別々に構成しているが、これらを一体
化したタッチパネルディスプレイ等のユーザインターフェイスを適用することも可能であ
る。
【００９１】
（データ出力部）
　データ出力部１５は分布情報を出力する。データ出力部１５は、たとえば通信インター
フェイス２０６を含み、ＬＡＮ等の通信回線を介して接続された外部装置（図示せず）に
向けて分布情報を送信する。外部装置としては、電子カルテデータベース、医師端末など
がある。
【００９２】
　また、データ出力部１５は、分布情報を印刷出力する印刷装置（図示せず）を含んでい
てもよい。
【００９３】
　また、データ出力部１５は、分布情報を記録媒体に記録させるドライブ装置（図示せず
）を含んでいてもよい。記録媒体としては、光ディスク、光磁気ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ
、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＭＯ等）、磁気記憶媒体（フロッピー（登録商標）
ディスク、ＺＩＰ等）などがある。
【００９４】
　データ出力部１５は、この発明の「出力手段」の一例である。なお、表示部１４１に分
布情報を表示させる場合には、表示部１４１も「出力手段」の一例となる。
【００９５】
［使用形態］
　眼底検査装置１の使用形態を説明する。図３に示すフローチャートは、眼底検査装置１
の使用形態の一例を表している。図４～図１１は、この使用形態における表示画面の一例
を表している。なお、これらの表示画面は、制御部１０が表示部１４１を制御することに
より表示される。
【００９６】
（ステップ１：患者の選択）
　まず、オペレータが所定の操作を行うと、画像受付部１１は、制御部１０の制御の下、
眼科画像データベース４００に対して患者情報の送信を要求する。眼科画像データベース
４００は、この要求を受け、画像（特に眼底画像）が保管されている患者の患者情報を眼
底検査装置１に向けて送信する。画像受付部１１は、この患者情報を受信して制御部１０
に入力する。制御部１０は、この患者情報に基づいて、図４に示す患者選択画面１０００
を表示部１４１に表示させる。
【００９７】
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　患者選択画面１０００の患者リスト表示部１００２には、各患者の患者情報がリスト表
示される。図４に示す患者リスト表示部１００２には、患者情報として、患者ＩＤ、患者
氏名、性別、生年月日、登録年月日及び最終来院日が呈示されている。
【００９８】
　患者選択画面１０００の患者選択部１００１には、患者ＩＤ、患者氏名及びそのふりが
なを入力するための入力スペースが設けられている。眼底検査装置１のオペレータは、こ
れらの入力スペースのうちの少なくとも１つに、検査対象の患者の情報（選択患者情報）
を入力する。選択患者情報の入力作業は、操作部１４２（キーボード２０４等）を操作し
て行う。選択患者情報の入力が終了したら、オペレータは、マウス２０５を操作してＯＫ
ボタン１００３をクリックする。
【００９９】
（ステップ２：眼底画像の選択）
　ＯＫボタン１００３がクリックされると、制御部１０は、図５に示す画像選択画面１１
００を表示部１４１に表示させる。画像選択画面１１００の患者情報表示部１１０１には
、ステップ１で選択された患者の患者情報（図５では患者ＩＤ、患者氏名、生年月日及び
性別）が表示される。
【０１００】
　画像リスト表示部１１０２には、この患者について過去に撮影された画像のリストが表
示される。図５に示す画像リストには、画像が記憶されているディスクＩＤ、撮影日、プ
ロシジャ（撮影態様）、画像ラベル、タイプ（画像の種類）、ファイル名などが呈示され
ている。なお、患者毎の画像の撮影履歴は、たとえば患者情報として眼科画像データベー
ス４００に保管されている。
【０１０１】
　オペレータは、画像リストに列挙された画像の情報のうちの所望の情報を選択する。こ
の選択操作は、たとえば、所望の画像の情報をマウス２０５でクリックすることで行う。
所望の画像の情報を選択したら、オペレータは、マウス２０５でＯＫボタン１１０３をク
リックして、上記選択結果を確定する。なお、選択内容を変更する場合には、他の画像の
情報を選択し直せばよい。
【０１０２】
　制御部１０は、画像の情報の選択結果を（たとえば選択患者情報とともに）画像受付部
１１に送る。画像受付部１１は、選択された画像の送信要求（特に患者ＩＤと画像のファ
イル名）を眼科画像データベース４００に送信する。眼科画像データベース４００は、こ
の送信要求に基づいて画像を検索し、眼底検査装置１に送信する。
【０１０３】
（ステップ３：眼底画像の表示）
　画像受付部１１は、眼科画像データベース４００からの画像を受信して制御部１０に入
力する。制御部１０は、この画像を表示部１４１に表示させる。図６は、眼底画像Ｇを表
示する画像表示画面１２００を表している。
【０１０４】
　オペレータは、表示画像や画像の情報等を確認し、この画像が検査対象として適正であ
るか判断する。不適正である場合、上記のステップ１やステップ２を再度行う。
【０１０５】
（ステップ４：検査開始）
　適正である場合、操作部１４２により所定の操作を行って、眼底検査用のプログラム（
プログラムＰに含まれる）を起動させる。制御部１０は、このプログラムにしたがって、
図７に示す検査画面１３００を表示部１４１に表示させる。
【０１０６】
　検査画面１３００には、眼底画像Ｇ（の拡大画像）が表示される。更に、この眼底画像
Ｇ上に重ねるように、画像処理領域Ｇａと検査領域Ｒが表示される。
【０１０７】
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　画像処理領域Ｇａは、病変部の視認性向上等のための各種画像処理（後述の色強調、色
調整、コントラスト、鮮鋭化等）が適用される領域を定める。すなわち、眼底画像Ｇのう
ち、画像処理領域Ｇａ内に位置する画像領域のみに対して画像処理が施されることとなる
。それにより、眼底画像Ｇ全体に処理を施す場合よりも短時間で処理を実行できる。
【０１０８】
　検査領域Ｒは、たとえば前述の直径６０００μｍの円形領域を定める。このとき、検査
領域Ｒは、前述の眼球情報や分類情報に基づいて検査領域決定部１３３により決定される
。図７においては、検査領域Ｒの中心位置が符号Ｃで表されている。ここで、６０００μ
ｍは、前述のように、検査対象の眼底上における実際のサイズを意味する。
【０１０９】
　なお、検査領域Ｒは、常に画像処理領域Ｇａの内部に位置するようになっている。また
、画像処理領域Ｇａは、検査領域Ｒよりも大きく設定されている。これは、検査領域Ｒ内
に一部のみが含まれる病変部も検査対象として扱うからである。
【０１１０】
　また、検査画面１３００には、画面の中央位置を示す円形のマークＭが表示されている
。オペレータは、眼底画像Ｇを観察して中心窩位置（黄斑部領域）を特定する。更に、オ
ペレータは、この中心窩位置をマークＭ内に配置させるように、検査画面１３００におけ
る眼底画像Ｇの表示位置を変更する。この変更操作は、たとえばマウス２０５によるドラ
ッグ操作や、キーボード２０４のカーソルキーの操作などにより行う。
【０１１１】
　また、オペレータは、操作部１４２を操作し、中心位置Ｃが中心窩位置（少なくともそ
の近傍）に位置するように、検査領域Ｒを移動させる。このとき、オペレータは、たとえ
ば中心位置ＣをマークＭ内に配置させるように検査領域Ｒを移動させる。この移動操作は
、たとえばマウス２０５のドラッグ操作により行う。なお、中心位置ＣをマークＭ内に配
置させるように、検査領域Ｒと画像処理領域Ｇａを自動的に移動させることも可能である
。この処理は検査領域決定部１３３が実行する。
【０１１２】
　眼底画像Ｇ上における検査領域Ｒの位置が決定されると、指定処理部１３４は、検査領
域Ｒに対応する眼底画像Ｇの部分領域の範囲（この範囲も検査領域Ｒと呼ぶ。）を取得し
て記憶する。なお、眼底画像Ｇには予め２次元座標系が設定されている。検査領域Ｒは、
たとえば当該座標系の座標値として得られる。
【０１１３】
　以上のように検査領域Ｒや画像処理領域Ｇａを最初から表示させる代わりに、次のよう
にして検査領域Ｒ等を設定するようにしてもよい。まず、検査画面１３００に眼底画像Ｇ
のみを表示させる。オペレータは、眼底画像Ｇを観察して中心窩位置を特定し、マウス２
０５でクリックする。検査領域決定部１３３は、このクリック位置と眼球情報や分類情報
に基づいて検査領域Ｒを決定する。更に、検査領域決定部１３３は、この検査領域Ｒを含
むように画像処理領域Ｇａを決定する。このとき、画像処理領域Ｇａのサイズは予め設定
されている。なお、画像処理領域Ｇを手作業で設定できるようにしてもよい。
【０１１４】
　検査画面１３００には、更に、病変サイズボタン１３０１、マップボタン１３０２、画
像処理ボタン１３０３、スケールボタン１３０４、取消ボタン１３０５及び終了ボタン１
３０６が設けられている。病変サイズボタン１３０１としては、前述した分類Ｃ０～Ｃ４
に対応する５つのボタンが選択可能に設けられている。なお、病変領域の指定が開始され
ると、終了ボタン１３０６の代わりに保存ボタン１３０９が表示される（図９参照）。
【０１１５】
　病変サイズボタン１３０１が操作（クリック）されると、制御部１０は、図８に示すよ
うに、検査画面１３００の縁端領域（画像処理領域Ｇａに重ならない位置）の病変情報表
示部１３０７に病変サイズ情報を表示させる。病変サイズ情報としては、各類の名称（Ｃ
０～Ｃ４）や、各類のサイズを表す画像（円形の画像）が表示される。
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【０１１６】
　また、病変サイズボタン１３０１のうちの１つのボタンが選択された場合、このボタン
（サイズ）が選択されていることを示す選択マークが表示される。図８においては、Ｃ０
ボタンが選択された状態において、病変情報表示部１３０７内の名称「Ｃ０」の上方にア
スタリスク「＊」が表示されている。
【０１１７】
　なお、５つの類Ｃ０～Ｃ４の選択は、たとえばマウス２０５のマウスホイールを回転さ
せることで行えるように構成できる。
【０１１８】
　マップボタン１３０２が操作（クリック）されると、制御部１０は、図１０に示す分布
情報表示画面１４００を表示させる。分布情報表示画面１４００については後述する。
【０１１９】
　画像処理ボタン１３０３には、各種画像処理に対応するボタンが配設されている。色強
調ボタンが操作されると、データ処理部１３は眼底画像Ｇ（検査領域Ｒ内のみ；以下同様
）に対して色強調処理を施す。色調整ボタンが操作されると、データ処理部１３は眼底画
像Ｇに対して色調整処理を施す。コントラストボタンが操作されると、データ処理部１３
は眼底画像Ｇに対してコントラスト処理を施す。鮮鋭化ボタンが操作されると、データ処
理部１３は眼底画像Ｇに対して鮮鋭化処理を施す。
【０１２０】
　これらの画像処理の具体例を説明する。画像処理ボタン１３０３のいずれかのボタンが
操作されると、制御部１０は、操作されたボタンに応じた設定画面（ダイアログ等）を表
示させる。オペレータは、この設定画面及び操作部１４２を用いて、画像処理の処理内容
を設定する。データ処理部１３は、設定された処理内容に基づいて眼底画像Ｇに対して画
像処理を施す。制御部１０は、画像処理が施された眼底画像Ｇを表示部１４１に表示させ
る。
【０１２１】
　制御部１０は、上記の画像処理が施された検査領域Ｒ内の画像を表示部１４１に表示さ
せる。このとき、検査領域Ｒ以外の画像領域については、画像処理が施されていない状態
の画像がそのまま表示される。オペレータは、画像処理ボタン１３０３を操作することに
より、眼底画像Ｇに対してこれらの画像処理を適宜に施すことができる。
【０１２２】
　スケールボタン１３０４が操作されると、制御部１０は、検査領域Ｒ内を複数の部分領
域に分割するスケール画像を表示させる。スケールボタン１３０４が再度操作されると、
制御部１０は、スケール画像を非表示とする。すなわち、スケールボタン１３０４は、オ
ペレータがスケール画像の表示／非表示を適宜に切り替えるためのボタンである。
【０１２３】
　なお、スケール画像は眼底画像Ｇ上に重畳表示されるので、非表示状態で病変領域の指
定（ステップ５）を行うことが望ましいと思われるが、スケール画像を高い透明度で表示
させるなどの工夫を凝らすことも可能である。
【０１２４】
　スケール画像としては、たとえば図８に示すように、中心位置Ｃを中心とする直径３０
００μｍの円形領域Ｒａや、直径１０００μｍの円形領域Ｒｂなどがある。これらの円形
領域Ｒａ、Ｒｂは、その内部領域と外部領域とに検査領域Ｒを分割するものである。
【０１２５】
　また、図８に示すように、方向に応じて検査領域Ｒを分割するための線画像Ｌ１～Ｌ４
がスケール画像として表示される。線画像Ｌ１～Ｌ４は、中心位置Ｃを中心として放射状
に配設される。線画像Ｌ１、Ｌ２に挟まれた扇形の画像領域は上方（ｓｕｐｅｒｉｏｒ）
の部分領域を定める。線画像Ｌ１、Ｌ３に挟まれた扇形の画像領域は耳側（ｔｅｍｐｏｒ
ａｌ）の部分領域を定める。線画像Ｌ２、Ｌ４に挟まれた扇形の画像領域は鼻側（ｎｏｓ
ａｌ）の部分領域を定める。線画像Ｌ３、Ｌ４に挟まれた扇形の画像領域は下方（ｉｎｆ
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ｅｒｉｏｒ）の部分領域を定める。
【０１２６】
　取消ボタン１３０５は、後述のステップ５における病変領域の指定結果をリセットする
ために操作される。
【０１２７】
　終了ボタン１３０６は、検査画面１３００を用いた検査を終了するために操作される。
【０１２８】
　保存ボタン１３０９は、検査結果を保存するために操作される。検査結果の保存処理に
ついては後述する。
【０１２９】
　検査画面１３００には、各種情報を表示する情報表示部１３０８が設けられている。情
報表示部１３０８には、患者の性別、年齢等の患者情報や、屈折度、平均角膜曲率（半径
）、眼軸長等の眼球情報などが表示される。
【０１３０】
（ステップ５：病変領域の指定）
　オペレータは、検査領域Ｒ内を観察し、白斑等の病変領域を特定する。そして、オペレ
ータは、病変サイズボタン１３０１に配設された５つのボタン（Ｃ０ボタン～Ｃ４ボタン
）のうち、病変領域のサイズに応じたボタンをクリックする。このとき、この病変領域を
取り囲める最小のサイズに対応するボタンが選択される。
【０１３１】
　制御部１０は、クリックされたボタンに対応するサイズの円形のカーソル画像を眼底画
像Ｇ上に表示させる。オペレータは、マウス２０５のドラッグ操作等により、カーソル画
像を病変領域上に移動させる。このとき、病変領域を取り囲むようにカーソル画像の位置
を変更する。更に、オペレータは、クリック操作等を行って病変領域を指定する。それに
より、制御部１０は、当該病変領域を取り囲むように、カーソル画像と同じサイズ及び形
状の画像を表示させる。
【０１３２】
　このように、カーソル画像は、円形であり、各類Ｃ０～Ｃ４に対応するサイズの画像で
ある。カーソル画像は、この発明の「カーソル」の一例である。なお、カーソル（ｃｕｒ
ｓｏｒ）とは、一般に、画面上のどの位置で操作が実行されるかを示す印のことである。
この実施形態に係るカーソルは、眼底画像Ｇ上のどの位置を病変領域として指定するかを
表すものである。
【０１３３】
　更に、指定処理部１３４は、指定された病変領域の位置（前述の座標系の座標値）を取
得して記憶する。この座標値は、病変領域を取り囲む画像の中心位置など、当該画像の位
置（つまり当該病変領域の位置）を特定可能な任意の位置の座標値である。
【０１３４】
　病変領域の指定態様の例を図９に示す。図９に示す検査領域Ｒ内には、類Ｃ０の病変領
域を含む病変領域群Ｂ１と、類Ｃ２、Ｃ３の病変領域を含む病変領域群Ｂ２と、類Ｃ１の
病変領域を含む病変領域群Ｂ３と、類Ｃ１、Ｃ４の病変領域を含む病変領域群Ｂ４とが指
定されている。各病変領域群Ｂ１～Ｂ４には複数の病変領域が含まれている。オペレータ
は、これらの病変領域の一つひとつを上記の要領で指定する。
【０１３５】
　病変領域Ｂ５、Ｂ６は、それぞれ、一部のみが検査領域Ｒの内部に属している。このよ
うに一部のみが検査領域Ｒ内に属する病変領域についても指定するものとする。
【０１３６】
　指定処理部１３４は、各類Ｃｉ（ｉ＝０～４）の病変領域が指定される度毎に、その指
定個数を各類Ｃｉ毎にカウントする。そのために、指定処理部１３４は、各類Ｃｉ毎のカ
ウンタを備え、各類Ｃｉの病変領域が一つ指定される度毎に、その類Ｃｉのカウンタを「
＋１」する。
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【０１３７】
　一方、病変領域の指定が解除された場合には、その病変領域の類Ｃｉのカウンタを「－
１」する。なお、病変領域の指定解除は、たとえば、その病変領域を取り囲む画像をクリ
ック等で選択し、キーボード２０４のバックスペースキーやデリートキーを押下すること
で行うことができる。また、マウス２０５の右クリックで操作メニューを表示させて解除
を要求することで行うこともできる。
【０１３８】
　制御部１０は、指定処理部１３４による各類Ｃｉの指定個数（カウンタの値）を病変情
報表示部１３０７に表示させる。この表示は、病変領域が指定される度毎に逐次に更新さ
れる。
【０１３９】
　図９に示す状態では、類Ｃ０の指定個数は３３、類Ｃ１の指定個数は８、類Ｃ２の指定
個数は２、類Ｃ３の指定個数は５、類Ｃ４の指定個数は２である。それにより、オペレー
タは、これまでの各類Ｃｉの病変領域の指定個数を容易に把握できる。
【０１４０】
（ステップ６：分布情報の生成）
　病変領域の指定作業が終了したら、オペレータはマップボタン１３０２をクリックする
。分布情報生成部１３５は、指定された病変領域のサイズ（類Ｃｉ）と位置（座標値）と
を病変領域指定部１３１（指定処理部１３４）から取得する。そして、分布情報生成部１
３５は、これらの情報に基づいて、検査領域Ｒにおける病変領域の分布情報を生成する。
【０１４１】
　分布情報としては、たとえば次のようなものがある：（１）各類Ｃｉ毎の病変領域の指
定個数を表すテーブル情報やマップ情報；（２）検査領域Ｒの各部分領域毎の病変領域の
指定個数を表すテーブル情報やマップ情報；（３）各類Ｃｉ毎かつ各部分領域毎の指定個
数を表すテーブル情報やマップ情報。分布情報の具体例については以下に説明する。
【０１４２】
（ステップ７：分布情報の表示）
　制御部１０は、生成された分布情報を表示部１４１に表示させる。分布情報の表示態様
の例を図１０に示す。図１０の分布情報表示画面１４００には、テーブル情報表示部１４
０１とマップ情報表示部１４０２が設けられている。
【０１４３】
　テーブル情報表示部１４０１には、各類Ｃｉ毎かつ各部分領域毎の病変領域の指定個数
を一覧表示したテーブル情報が表示される。図１０に示すテーブル情報の縦方向には、各
類Ｃ０～Ｃ４の病変領域の指定個数が羅列されている。更に、このテーブル情報には、全
ての類Ｃ０～Ｃ４の病変領域の合計数も表示される。
【０１４４】
　また、このテーブル情報の横方向には、検査領域Ｒの各部分領域が羅列されている。な
お、部分領域「ｃｅｎｔｒａｌ」は円形領域Ｒｂの内部領域を表し、部分領域「ｍｉｄｄ
ｌｅ」は円形領域Ｒａの内部かつ円形領域Ｒｂの外部の領域を表し、部分領域「ｏｕｔｅ
ｒ」は検査領域Ｒの内部かつ円形領域Ｒａの外部の領域を表し、部分領域「ｏｔｈｅｒ」
は検査領域Ｒの外部領域を表す。
【０１４５】
　マップ情報表示部１４０２には、検査領域Ｒにおける病変領域の分布状態を表すマップ
情報が表示される。このマップ情報は、前述のスケール画像に基づく検査領域Ｒの各部分
領域における病変領域の指定個数が表示されている。なお、マップ情報は、図１０のよう
に指定個数を数値で表現したものに限定されるものではない。たとえば、指定された部分
領域の位置をマップ上に呈示したり、指定された部分領域の類Ｃ０～Ｃ４を呈示したりす
ることが可能である。
【０１４６】
　情報表示部１４０３には、患者情報や眼球情報が表示される。終了ボタン１４０４がク
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リックされると、制御部１０は分布情報表示画面１４００の表示を終了させ、検査画面１
３００を再び表示させる。
【０１４７】
　オペレータは、このような分布情報表示画面１４００により、検査領域Ｒにおける病変
領域の分布状態を把握することが可能である。
【０１４８】
（ステップ８：分布情報の保存・出力）
　オペレータは、検査画面１３００の保存ボタン１３０９をクリックする（図９参照）。
これを受けて、制御部１０は、図１１に示す指定結果画面１５００を表示部１４１に表示
させる。
【０１４９】
　指定結果画面１５００には、検査画面１３００に指定された各病変領域に関する情報（
指定結果情報）Ｄが呈示される。指定結果情報Ｄには、患者氏名、撮影日、被検眼の左右
の別、眼球情報、各類Ｃ０～Ｃ４の指定個数（分布情報）などが含まれている。
【０１５０】
　また、制御部１０は、保存ボタン１３０９がクリックされたことに対応し、指定結果情
報Ｄを保存する。その保存先としては、眼科画像データベース４００、図示しない電子カ
ルテデータベース、眼底検査装置１自身などがある。
【０１５１】
　指定結果情報Ｄは、患者ＩＤ等に関連付けられて検索可能に保存される。また、指定結
果情報Ｄは、眼底画像Ｇに関連付けられて保存される。それにより、眼底画像Ｇを観察し
ているときに指定結果情報Ｄを適宜に呼び出して表示させることが可能である。このとき
、図１０に示すテーブル情報やマップ情報を表示させることもできる。また、指定結果情
報Ｄを参照しているときに眼底画像Ｇを適宜に呼び出して表示させることも可能である。
【０１５２】
　なお、保存ボタン１３０９がクリックされたことに対応し、データ出力部１５が指定結
果情報Ｄを出力するようにしてもよい。
【０１５３】
［作用・効果］
　眼底検査装置１の作用及び効果を説明する。
【０１５４】
　オペレータが眼底画像Ｇ中の検査領域Ｒにおける病変領域を指定すると、眼底検査装置
１は、病変領域の指定結果に基づいて検査領域Ｒにおける病変領域の分布情報を生成し、
この分布情報を出力する。
【０１５５】
　このように作用する眼底検査装置１によれば、従来のような煩雑な手作業を行う必要が
無くなり、眼底の検査の効率化を図ることが可能になる。特に集団検診のように多数の患
者の検査を行う場合であっても、検査を円滑に行うことが可能である。
【０１５６】
　また、眼底検査装置１によれば、病変領域の個数を数え間違えるなどの人為的なミスを
防止することが可能である。
【０１５７】
　また、眼底検査装置１によれば、既に視力障害が生じている患者の検査だけでなく、未
だ視力障害が生じていない初期の患者についても検査を実施でき、眼底の病変の早期発見
、早期治療を行うことが可能である。
【０１５８】
　また、眼底検査装置１によれば、被検眼の眼球情報を記憶し、この眼球情報に基づいて
眼底画像Ｇ中の検査領域Ｒの大きさを決定することが可能である。したがって、各被検眼
毎に信頼度の高い検査を行うことができる。
【０１５９】
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　また、眼底検査装置１によれば、病変領域を分類するための複数の類を表す分類情報を
記憶し、この分類情報の各類毎に病変領域を指定することができる。ここで、分類情報は
、病変領域のサイズ（Ｃ０～Ｃ４）や、検査領域Ｒ内における位置によって病変領域を分
類するものである。更に、眼底検査装置１は、この病変領域の指定結果に基づいて、複数
の類における病変領域の指定個数の分布を表す分布情報を生成することができる。それに
より、加齢黄斑変性等の眼底疾患の検査において、病変領域の分布状態を好適に把握する
ことができる。
【０１６０】
　なお、分布情報は、病変領域の分布状態を表すテーブル情報や画像情報（マップ情報）
である。このような分布情報によれば、病変領域の分布状態を容易かつ正確に把握するこ
とが可能である。
【０１６１】
［変形例］
　眼底検査装置１の変形例を説明する。
【０１６２】
　上記の実施形態では、病変領域を手作業で指定する場合について特に詳しく説明したが
、前述のように病変領域を自動で指定する場合についても、分布情報の生成処理や出力処
理を同様に行うことが可能である。このように病変領域を自動で指定することにより、検
査の効率化を図ることが可能である。
【０１６３】
　特に、集団検診のように多数の患者に対して検査を行う場合において、病変領域の自動
指定は有効である。
【０１６４】
　なお、病変領域を自動指定した場合には、その指定結果を手作業で修正可能とすること
が望ましい。この修正作業は、たとえば、眼底画像及び病変領域の指定結果を表示させ、
上記の実施形態と同じ要領で行うことができる。このときの指定結果の表示は、眼底画像
を視認し易くするために、円形の画像の代わりに点画像等により病変領域を指示すること
が望ましい。
【０１６５】
　また、手作業又は自動で病変領域の境界が指定されたときに、当該病変領域に適合する
サイズの類Ｃ０～Ｃ４を自動で選択することが可能である。そのために、指定処理部１３
４は、たとえば当該病変領域の最大径を求め、この最大径よりも長い直径を有する類Ｃ０
～Ｃ４のうち最小の類を選択するように機能する。なお、病変領域の最大径は、たとえば
Ｇｒｅａｔｅｓｔ　Ｌｉｎｅａｒ　Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ等の画像処理によって求めること
ができる。
【０１６６】
　また、手作業で１以上の病変領域が指定されたときに、当該病変領域の画素の画素値に
基づいて他の病変領域を抽出し、手作業で指定された病変領域と自動抽出された病変領域
の分布を表す分布情報を生成することが可能である。最初に手作業で病変領域を指定する
のは、画像によって色合いや明るさが異なり、したがって病変領域の色合い等も画像によ
って異なるためである。すなわち、最初に手作業で指定された病変領域の画素の画素値に
基づいて画素値の閾値を設定し、この閾値に基づいて他の病変領域を抽出することが可能
である。
【０１６７】
　また、たとえば図９の病変領域群Ｂ１のように、小さな病変領域が密集している場合な
ど、個々の病変領域を特定することが困難な場合がある。このような場合、サイズの類Ｃ
０～Ｃ４の選択も困難である。このような場合に対処するために次のような処理を実行す
ることができる。
【０１６８】
　互いに近接した２つの病変領域（第１の病変領域、第２の病変領域）が存在する場合を
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考える。第１の病変領域と第２の病変領域は、非常に近接しており、病変領域を抽出する
ための閾値処理（デフォルトの閾値を用いる）では分離できないものとする。
【０１６９】
　第１の病変領域内の位置（又は領域）が指定されると、指定処理部１３４は、デフォル
トの閾値による閾値処理を行って病変領域を抽出する。この処理によれば、第１、第２の
病変領域の双方が一つの病変領域（全体領域）として抽出されてしまう。
【０１７０】
　続いて、オペレータが第２の病変領域内の位置（又は領域）を指定すると、指定処理部
１３４は、全体領域内の画素の画素値を、デフォルトの閾値よりも厳しい閾値を用いて第
１、第２の病変領域の境界を特定する。このとき、閾値を序々に厳しくしつつ閾値処理を
行うなどして境界を特定する。それにより、第１、第２の病変領域を指定することが可能
となる。なお、３つ以上の病変領域が近接している場合についても同様に処理できる。
【０１７１】
　以上に説明した実施形態は、この発明の一具体例に過ぎない。したがって、この発明の
要旨の範囲内における任意の変形を適宜に施すことが可能である。なお、以上で説明した
変形例は、以下に説明する第２の実施形態に対して適用することも可能である。
【０１７２】
　　　　　　　　　　　　　　　〈第２の実施形態〉
　この発明の第２の実施形態を説明する。この実施形態は、眼底画像の検査領域に対する
病変領域の面積比を参照する検査に用いられる。
【０１７３】
　この実施形態に係る眼底検査装置の一例を図１２に示す。この眼底検査装置１００は、
第１の実施形態の眼底検査装置１とほぼ同様の構成を有する。第１の実施形態と同様の構
成部分については同じ符号で表すことにする。
【０１７４】
　眼底検査装置１００のデータ処理部１３は、第１の実施形態と同様に、病変領域指定部
１３１と分布情報生成部１３５を備えている。分布情報生成部１３５には、面積比演算部
１３６が設けられている。
【０１７５】
　面積比演算部１３６は、手作業又は自動で指定された病変領域の指定結果に基づいて、
眼底画像Ｇの検査領域に対する病変領域の面積比を演算する。面積比演算部１３６は、こ
の発明の「演算手段」の一例である。
【０１７６】
　上記の面積比を演算するために、面積比演算部１３６は、まず、指定された病変領域の
面積を演算する。なお、検査領域のサイズは予め設定されており、その面積は既知である
。
【０１７７】
　病変領域の面積は、たとえば次のような方法で求めることができる。第１の演算方法は
、病変領域内に含まれる画素数に基づくものである。眼底画像Ｇには、前述のような単位
距離を設定可能である。したがって、眼底画像Ｇ上の単位面積も設定可能である。第１の
演算方法では、この単位面積に含まれる画素数（単位画素数）を求め、病変領域内の画素
数を単位画素数で除算することで病変領域の面積を求める。
【０１７８】
　第２の演算方法として、グリーンの定理（Ｇｒｅｅｎ’ｓ　ｔｈｅｏｒｅｍ）を用いる
ことが可能である。グリーンの定理は、閉曲線で囲まれた領域の面積を求めるために広く
用いられている公式である。
【０１７９】
　なお、病変領域の面積の演算方法はこれらに限定されるものではなく、画像上の領域の
面積を求めることが可能な任意の演算方法を適用することが可能である。
【０１８０】
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　眼底検査装置１００の使用形態を説明する。図１３に示すフローチャートは、眼底検査
装置１００の使用形態の一例を表す。図１４～図１６は、この使用形態における表示画面
の一例を表す。
【０１８１】
　まず、第１の実施形態と同様に、患者を選択し（Ｓ１１）、眼底画像Ｇを選択し（Ｓ１
２）、眼底画像Ｇを表示し（Ｓ１３）、検査を開始する（Ｓ１４）。このとき、第１の実
施形態と同様の表示画面１０００、１１００、１２００、１３００が表示される（図４～
図７参照）。
【０１８２】
　表示部１４１には、第１の実施形態と同様の検査画面１３００が表示される（図１４参
照）。検査画面１３００には、眼底画像Ｇが表示される。眼底画像Ｇには画像処理領域Ｇ
ａと検査領域Ｒが重畳表示される。
【０１８３】
　検査領域Ｒは、たとえば第１の実施形態と同様に、直径６０００μｍの円形領域である
。この場合、検査領域Ｒの面積Ｓ（Ｒ）はπ×（６０００÷２）＾２（μｍ＾２）となる
。
【０１８４】
　検査画面１３００には、第１の実施形態と同様に、画像処理ボタン１３０３、スケール
ボタン１３０４、取消ボタン１３０５及び終了ボタン１３０６が設けられている。
【０１８５】
　図１４に示す検査画面１３００には、第１の実施形態における病変サイズボタン１３０
１とマップボタン１３０２が設けられているが、この実施形態に係る処理のみを実行可能
な構成を適用する場合には、病変サイズボタン１３０１とマップボタン１３０２を設ける
必要はない。逆に、第１の実施形態に係る処理のみを実行可能な構成を適用する場合には
、以下の病変指定ボタン１３１０や計測ボタン１３１１を設ける必要はない。
【０１８６】
　検査画面１３００には病変指定ボタン１３１０が設けられている。病変指定ボタン１３
１０は、検査領域Ｒに対する病変領域の面積比に応じた複数のボタンを含んでいる。図１
４に示す病変指定ボタン１３１０には、面積比が１０％未満、２５％未満、５０％未満に
対応する３つのボタンが含まれている。なお、病変領域のサイズ（面積比）の選択は、病
変指定ボタン１３１０だけでなく、マウスホイールを回転させることでも行うことが可能
である。
【０１８７】
　また、検査画面１３００には計測ボタン１３１１が設けられている。計測ボタン１３１
１がクリックされると、面積比演算部１３６は、指定された病変領域の面積の演算や、検
査領域Ｒに対する病変領域の面積比の演算を行う。
【０１８８】
　病変領域の指定（Ｓ１５）について説明する。病変指定ボタン１３１０のいずれかのボ
タンがクリックされると、制御部１０は、図１５に示すように、カーソル画像Ｒ１、Ｒ２
、Ｒ３を眼底画像Ｇ上に重畳表示させる。
【０１８９】
　カーソル画像Ｒ１～Ｒ３は、中心位置Ｋを中心として同心円状に表示される。カーソル
画像Ｒ１は、検査領域Ｒに対する面積比が１０％（つまり検査領域Ｒの１／１０の面積）
の円形領域の円周を表す画像である。カーソル画像Ｒ２は、検査領域Ｒに対する面積比が
２５％（つまり検査領域Ｒの１／４の面積）の円形領域の円周を表す画像である。カーソ
ル画像Ｒ３は、検査領域Ｒに対する面積比が５０％（つまり検査領域Ｒの１／２の面積）
の円形領域の円周を表す画像である。
【０１９０】
　制御部１０は、病変指定ボタン１３１０のクリックされたボタンに対応するカーソル画
像Ｒｉ（ｉ＝１～３）を、他のカーソル画像Ｒｊ（ｊ＝１～３、ｊ≠ｉ）と異なる表示態
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様で表示させる。たとえば、他のカーソル画像Ｒｊよりも太い線でカーソル画像Ｒｉを表
示させたり、他のカーソル画像Ｒｊとは異なる色でカーソル画像Ｒｉを表示させたりする
ことが可能である。それにより、オペレータは、どのサイズのカーソル画像が選択されて
いるか容易に把握できる。なお、オペレータが選択したカーソル画像のみを表示させるよ
うにしてもよい。
【０１９１】
　カーソル画像Ｒ１～Ｒ３は、たとえばマウス２０５のドラッグ操作や、キーボード２０
４のカーソルキーの操作により、眼底画像Ｇ上において移動可能とされている。オペレー
タは、眼底画像Ｇを観察してドルーゼン等の病変領域を特定し、この病変領域上にカーソ
ル画像Ｒ１～Ｒ３を移動させる。それにより、病変領域のおおよそのサイズ（面積比）を
把握できる。
【０１９２】
　更に、オペレータは、たとえばマウス２０５のクリック操作により病変領域を指定する
。制御部１０は、事前に選択された面積比に対応するカーソル画像Ｒｉと同じサイズの円
形の画像（病変指定画像）を、上記指定位置に表示させる。
【０１９３】
　病変指定画像は、スプライン曲線やベジェ曲線等からなる変形可能な閉曲線の画像であ
る（図１６参照）。病変指定画像も「カーソル」の例である。図１６の病変指定画像Ｔ上
には、幾つかの移動点が設けられている。
【０１９４】
　オペレータは、たとえばマウス２０５のドラッグ操作によって移動点を適宜に移動させ
、視認した病変領域の境界（外周）に沿わせるように病変指定画像Ｔの形状やサイズを変
更する。病変領域指定部１３１は、移動点の位置に応じたスプライン曲線等を求める。制
御部１０は、この新たなスプライン曲線を病変指定画像として表示させる。
【０１９５】
　オペレータは、たとえばマウス２０５の右クリックメニューにより、適宜に移動点を追
加／削除することが可能である。
【０１９６】
　病変領域が指定されると、病変領域指定部１３１は、検査領域Ｒにおける当該病変領域
の範囲（座標値）を取得する。なお、病変領域の範囲とは、病変指定画像Ｔにより囲まれ
る閉領域である。
【０１９７】
　病変領域の一部のみが検査領域Ｒ内に位置する場合には、検査領域Ｒ内に属する病変領
域の部位のみを指定する。すなわち、当該部位の境界（その一部は検査領域Ｒの外周）に
沿わせるように病変指定画像Ｔを変形する。
【０１９８】
　以上のように手作業で病変領域を指定する代わりに、第１の実施形態のように全自動で
又は一部自動で病変領域を指定することも可能である。その場合、病変領域指定部１３１
は、この発明の「抽出手段」として、検査領域Ｒ内の病変領域を抽出する。
【０１９９】
　病変領域の指定が完了したら、オペレータは、マウス２０５を操作して計測ボタン１３
１１をクリックする。面積比演算部１３６は、指定された病変領域の面積を演算する（Ｓ
１６）。その演算方法については前述した。なお、２つ以上の病変領域が指定された場合
には、各病変領域の面積を演算する。
【０２００】
　更に、面積比演算部１３６は、病変領域の面積を検査領域Ｒの面積で除算し、検査領域
Ｒに対する病変領域の面積を演算する（Ｓ１７）。なお、２つ以上の病変領域が指定され
た場合、各病変領域について検査領域Ｒに対する面積比を演算することができる。また、
２つ以上の病変領域の面積を加算してこれら病変領域の総面積を演算し、この総面積を検
査領域Ｒの面積で除算して面積比を求めることも可能である。
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【０２０１】
　このような病変領域の面積比は、検査領域Ｒ内のどれだけの領域に病変領域が分布して
いるかを表すものである。この面積比は、この発明の「分布情報」の一例である。
【０２０２】
　制御部１０は、検査領域Ｒに対する病変領域の面積比の演算結果を表示部１４１に表示
させる（Ｓ１８）。その表示態様の例を説明する。面積比の演算結果は、図１６に示すよ
うに、検査画像１３００の検査結果表示部１３１２に表示される。この例では、病変指定
画像Ｔに囲まれた病変領域の検査領域Ｒに対する面積比「２７．６４％」が表示されてい
る。
【０２０３】
　なお、検査結果表示部１３１２には、面積比に加えて、病変領域の面積と、病変領域の
面積比による分類結果が表示される。面積や分類結果も分布情報に含まれていてもよい。
病変領域の面積は、ステップ１６で演算された値である。
【０２０４】
　面積比による分類は、第１類「１０％未満」、第２類「１０％以上、２５％未満」、第
３類「２５％以上、５０％未満」、第４類「５０％以上」の４つの類に病変領域を分類す
るものである。
【０２０５】
　検査結果表示部１３１２には、この分類方法において当該病変領域が属する第３類を表
す情報「５０％未満」が表示される。なお、この表示態様では、第２類を「２５％未満」
、第３類を「５０％未満」と短縮して表示している。
【０２０６】
　面積比による分類方法や各類の範囲は上記のものに限定されるものではなく、適宜に設
定することが可能である。
【０２０７】
　検査画面１３００の保存ボタン（図９参照）がクリックされると、データ出力部１５は
、分布情報を保存・出力する（Ｓ１９）。
【０２０８】
　眼底検査装置１００の作用及び効果を説明する。
【０２０９】
　オペレータが眼底画像Ｇ中の検査領域Ｒにおける病変領域を指定すると、眼底検査装置
１００は、病変領域の指定結果に基づいて検査領域Ｒにおける病変領域の分布情報（面積
比等）を生成し、この分布情報を出力する。
【０２１０】
　このように作用する眼底検査装置１００によれば、病変領域の面積や面積比を取得する
ための煩雑な手作業を行う必要が無い。したがって、眼底の検査の効率化を図ることが可
能である。特に集団検診のように多数の患者の検査を行う場合であっても、検査を円滑に
行うことが可能である。
【０２１１】
　また、眼底検査装置１００によれば、面積や面積比の演算ミスを防止することが可能で
ある。
【０２１２】
　また、眼底検査装置１００によれば、既に視力障害が生じている患者の検査だけでなく
、未だ視力障害が生じていない初期の患者についても検査を実施でき、眼底の病変の早期
発見、早期治療を行うことが可能である。
【０２１３】
　また、眼底検査装置１００によれば、被検眼の眼球情報を記憶し、この眼球情報に基づ
いて眼底画像Ｇ中の検査領域Ｒの大きさを決定することが可能である。したがって、各被
検眼毎に信頼度の高い検査を行うことができる。
【０２１４】
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　この実施形態に係る眼底検査装置１００の変形例を説明する。
【０２１５】
　病変領域の指定態様の変形例を説明する。上記の実施形態では、オペレータが手作業で
病変領域を指定する場合について説明した。病変領域の自動指定は、たとえば第１の実施
形態と同様に画素値の閾値処理を適用することで実現可能である。
【０２１６】
　　　　　　　　　　　　　　　〈第３の実施形態〉
　この実施形態に係る眼底検査装置は、病変の種類に応じて検査内容を切り替え可能に構
成されている。
【０２１７】
　この実施形態に係る眼底検査装置は、第１、第２の実施形態と同様の構成を有する（図
１、図２、図１２参照）。第１、第２の実施形態と同様の構成部分については同じ符号を
用いることにする。
【０２１８】
　この眼底検査装置は、図１７に示す検査画面１３２０を表示する。検査画面１３２０は
、図７等に示した検査画面１３００とほぼ同様の構成を有する。
【０２１９】
　検査画面１３２０には、病変選択ボタン１３２１、病変サイズボタン１３２２、サマリ
（ｓｕｍｍａｒｙ）ボタン１３２３、病変サイズボタン１３２４、計測ボタン１３２５な
どの各種ボタンが表示されている（画像処理ボタン等については前述の検査画面１３００
と同様であるので説明は省略する）。
【０２２０】
　病変サイズボタン１３２２は、第１の実施形態の病変サイズボタン１３０１と同様であ
る。サマリボタン１３２３をクリックすると、図２０、図２１に示す分布情報表示画面１
４１０（詳細は後述する）が表示される。
【０２２１】
　病変サイズボタン１３２４は、病変サイズボタン１３２１による分類（Ｃ０～Ｃ４）に
該当しないサイズの病変を分類するために用いられるボタンである。病変サイズボタン１
３２４に呈示されるボタンは、検査対象となる病変の種類に応じて変更される（後述）。
【０２２２】
　計測ボタン１３２５は、図１４等に示した計測ボタン１３１１と同様である。すなわち
、計測ボタン１３２５がクリックされると、分布情報生成部１３５（面積比演算部１３６
）は、病変サイズボタン１３２４を用いて指定された病変領域の面積の演算や、検査領域
に対する病変領域の面積比の演算を実行する。
【０２２３】
　検査対象となる病変の種類の選択について説明する。病変の種類の選択は、病変選択ボ
タン１３２１を操作して行う。病変選択ボタン１３２１がクリックされると、たとえば「
ｄｒｕｓｅｎ（ドルーゼン）」→「色素異常」→「地図状萎縮」→「ＡＭＤ（加齢黄斑変
性）」の順に病変の種類が巡回的に変更される。選択されている病変の種類は、病変選択
ボタン１３２１上に文字列等で表示される。この病変の種類の切り替え表示は制御部１０
が行う。
【０２２４】
　また、制御部１０は、選択されている病変の種類を表す情報を病変種類表示部１３３１
に表示させる。病変種類表示部１３３１には、選択されている病変についての検査の実施
状況を表す情報も表示される。図１７においては、選択されている病変の種類を表す情報
「ｄｒｕｓｅｎ」と、その検査の実施状況を表す情報「計測無し」（未だ検査が実施され
ていないことを示す）とが病変種類表示部１３３１に表示されている。
【０２２５】
　また、制御部１０は、選択されている病変の種類に応じて、病変サイズボタン１３２２
、１３２４の表示態様を変更する。病変サイズボタン１３２２については、たとえば、病
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変の種類に応じて各ボタンに対する操作の有効／無効が決定される。具体例として、ドル
ーゼンが選択されている場合には、Ｃ０～Ｃ４の全てのボタンが有効（操作可能）とされ
る。また、色素異常が選択されている場合には、Ｃ０、Ｃ１の各ボタンのみが有効とされ
、それ以外の各ボタンは無効とされる。
【０２２６】
　病変サイズボタン１３２４については、たとえば、病変の種類に応じて異なるボタンが
切り替え表示される。具体例として、ドルーゼンが選択されている場合には、第２の実施
形態と同様の病変指定ボタンが病変サイズボタン１３２４として表示される（図１８参照
）。
【０２２７】
　色素異常が選択されている場合には、「中心円」、「内側円」、「外側円」の３つのボ
タンが病変サイズボタン１３２４として表示される（図１９参照）。中心円ボタンをクリ
ックすると、制御部１０は直径１０００μｍの円形のカーソル画像を検査画面１３２０上
に表示させる。また、内側円ボタンをクリックすると、制御部１０は直径３０００μｍの
円形のカーソル画像を表示させる。外側円ボタンをクリックすると、制御部１０は直径６
０００μｍの円形のカーソル画像を表示させる。これらのカーソル画像も前述の実施形態
と同様に、サイズに基づいて病変領域を分類するために用いられる。
【０２２８】
　病変情報表示部１３３２には、第１の実施形態の病変情報表示部１３０７（図８等参照
）と同様に、病変サイズ情報が表示される。制御部１０は、選択されている病変の種類に
ついて有効なボタンに関する病変サイズ情報のみを選択的に表示させてもよい。
【０２２９】
　図２０、図２１を参照して分布情報表示画面１４１０について説明する。分布情報表示
画面１４１０は、前述のようにサマリボタン１３２３がクリックされたときに表示される
。
【０２３０】
　分布情報表示画面１４１０には、第１の実施形態と同様に、マップ情報表示部１４１２
、情報表示部１４１３及び終了ボタン１４１６が設けられている。
【０２３１】
　分布情報表示画面１４１０のサマリボタン１４１４がクリックされると、制御部１０は
、サマリ表示部１４１１にサマリ情報を表示させる。サマリ情報は、検査画面１３２０を
用いて指定された各種病変領域の検査結果の要約を含む。サマリ情報は、指定された病変
領域のサイズや位置に基づいて分布情報生成部１３５が生成する。
【０２３２】
　また、詳細（Ｄｅｔａｉｌ）ボタン１４１５がクリックされると、制御部１０は、図２
１に示す選択ボタン１４２２を分布情報表示画面１４１０に表示させる。選択ボタン１４
２２は、病変選択ボタン１３２１により選択可能な病変に対応するボタンが設けられてい
る。このとき、検査が実施された病変以外のボタンについては、操作無効な状態で表示さ
せることが望ましい。
【０２３３】
　選択ボタン１４２２のいずれかのボタンがクリックされると、制御部１０は、そのボタ
ンに対応する病変の検査結果を表示させる。具体的には、制御部１０は、当該病変の分布
を表すマップ情報をマップ情報表示部１４１２に表示させる。更に、制御部１０は、当該
病変の分布を表すテーブル情報をテーブル情報表示部１４２１に表示させる。マップ情報
やテーブル情報は、第１の実施形態と同様にして生成される。なお、２つ以上の種類の病
変の分布を同時に表現するマップ情報やテーブル情報を生成して表示することも可能であ
る。
【０２３４】
　この眼底検査装置によれば、複数種類の病変部の分布状態を個別に把握することができ
る。また、そのための操作性も良好である。
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【０２３５】
　　　　　　　　　　　　　〈プログラムについて〉
　この発明に係るプログラムは、眼底画像を処理するコンピュータを制御するコンピュー
タプログラムである。より具体的に説明すると、このプログラムは、当該コンピュータを
、（１）眼底画像中の中心窩位置を含む検査領域における病変領域を指定する指定手段と
して機能させ、（２）病変領域の指定結果に基づいて、検査領域における病変領域の分布
情報を生成する生成手段として機能させ、（３）分布情報を出力する出力手段として機能
させる。
【０２３６】
　このようなプログラムによれば、コンピュータは、検査領域における病変領域の指定結
果に基づいて、当該検査領域における病変領域の分布情報を生成し、この分布情報を出力
することができる。それにより、眼底の検査において、従来のような煩雑な手作業を行う
必要が無くなり、眼底の検査の効率化を図ることが可能となる。
【０２３７】
　この発明に係るプログラムは、コンピュータのドライブ装置によって読み取り可能な任
意の記録媒体に記録させることができる。たとえば、光ディスク、光磁気ディスク（ＣＤ
－ＲＯＭ／ＤＶＤ－ＲＡＭ／ＤＶＤ－ＲＯＭ／ＭＯ等）、磁気記憶媒体（ハードディスク
／フロッピー（登録商標）ディスク／ＺＩＰ等）などの記録媒体を用いることが可能であ
る。また、ハードディスクドライブやメモリ等の記憶装置に記憶させることも可能である
。更に、インターネットやＬＡＮ等のネットワークを通じてこのプログラムを送信するこ
とも可能である。
【図面の簡単な説明】
【０２３８】
【図１】この発明に係る眼底検査装置の第１の実施形態の構成の一例を表す概略ブロック
図である。
【図２】この発明に係る眼底検査装置の第１の実施形態の構成の一例を表す概略ブロック
図である。
【図３】この発明に係る眼底検査装置の第１の実施形態の使用形態の一例を表すフローチ
ャートである。
【図４】この発明に係る眼底検査装置の第１の実施形態により表示される表示画面の一例
を表す概略図である。
【図５】この発明に係る眼底検査装置の第１の実施形態により表示される表示画面の一例
を表す概略図である。
【図６】この発明に係る眼底検査装置の第１の実施形態により表示される表示画面の一例
を表す概略図である。
【図７】この発明に係る眼底検査装置の第１の実施形態により表示される表示画面の一例
を表す概略図である。
【図８】この発明に係る眼底検査装置の第１の実施形態により表示される表示画面の一例
を表す概略図である。
【図９】この発明に係る眼底検査装置の第１の実施形態により表示される表示画面の一例
を表す概略図である。
【図１０】この発明に係る眼底検査装置の第１の実施形態により表示される表示画面の一
例を表す概略図である。
【図１１】この発明に係る眼底検査装置の第１の実施形態により表示される表示画面の一
例を表す概略図である。
【図１２】この発明に係る眼底検査装置の第２の実施形態の構成の一例を表す概略ブロッ
ク図である。
【図１３】この発明に係る眼底検査装置の第２の実施形態の使用形態の一例を表すフロー
チャートである。
【図１４】この発明に係る眼底検査装置の第２の実施形態により表示される表示画面の一
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例を表す概略図である。
【図１５】この発明に係る眼底検査装置の第２の実施形態により表示される表示画面の一
例を表す概略図である。
【図１６】この発明に係る眼底検査装置の第２の実施形態により表示される表示画面の一
例を表す概略図である。
【図１７】この発明に係る眼底検査装置の第３の実施形態により表示される表示画面の一
例を表す概略図である。
【図１８】この発明に係る眼底検査装置の第３の実施形態により表示される表示画面の一
例を表す概略図である。
【図１９】この発明に係る眼底検査装置の第３の実施形態により表示される表示画面の一
例を表す概略図である。
【図２０】この発明に係る眼底検査装置の第３の実施形態により表示される表示画面の一
例を表す概略図である。
【図２１】この発明に係る眼底検査装置の第３の実施形態により表示される表示画面の一
例を表す概略図である。
【符号の説明】
【０２３９】
１、１００　眼底検査装置
１０　制御部
１２　画像記憶部
１３　データ処理部
１３１　病変領域指定部
１３２　記憶部
１３３　検査領域決定部
１３４　指定処理部
１３５　分布情報生成部
１３６　面積比演算部
１４　ユーザインターフェイス
１４１　表示部
１４２　操作部
１５　データ出力部
２００　マイクロプロセッサ
２０１　ＲＡＭ
２０２　不揮発性記憶装置
２０３　ディスプレイ
２０４　キーボード
２０５　マウス
２０６　通信インターフェイス
３００　眼底撮影装置
４００　眼科画像データベース
１３００　検査画面
１３０１　病変サイズボタン
１３０２　マップボタン
１３０３　画像処理ボタン
１３０４　スケールボタン
１３０７　病変情報表示部
１３０９　保存ボタン
１３１０　病変指定ボタン
１３１１　計測ボタン
１４００　分布情報表示画面
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１４０１　テーブル情報表示部
１４０２　マップ情報表示部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】
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